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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の商品を収納可能であって上方が開口した内箱と、前記内箱を上方側から覆う外箱
とを備える包装箱であって、
　前記内箱は、底面部と、前記底面部の少なくとも２つの辺からそれぞれ上方に延びる内
側側面部と、前記内側側面部それぞれから内側に向かって延びる内側固定部とを有し、
　前記外箱は、前記底面部と対向して前記内箱の上方を覆う蓋部と、前記蓋部の少なくと
も２つの辺から前記内側側面部の外側を通って下方に延びる外側側面部とを有し、
　前記外箱の前記蓋部には、前記内側固定部それぞれに接着される外側固定部が切目線を
含む線によって形成され、
　前記外側固定部は、当該切目線に沿って他の部分から切り離し可能であると共に当該包
装箱の外側に向かって引き出し可能となっており、当該引き出しにより、互いに接着され
た前記内側固定部と前記外側固定部との接着が剥離されるか、又は、前記内側固定部が前
記内側側面部から切り離されることにより、前記内箱と前記外箱との接着固定が解除され
る、包装箱。
【請求項２】
　前記外側側面部には開口部又は切目線が形成されていない、請求項１に記載の包装箱。
【請求項３】
　前記内側固定部の水平方向における幅が前記外側固定部の水平方向における幅よりも広
い、請求項１又は２に記載の包装箱。
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【請求項４】
　前記内側固定部は、前記外側固定部を画定する前記切目線よりも各縁部が外側に位置す
るように形成されている、請求項３に記載の包装箱。
【請求項５】
　前記蓋部には、前記外側固定部を開封させるための補助開口部が更に形成されている、
請求項１～４の何れか一項に記載の包装箱。
【請求項６】
　前記外側固定部の前記外側側面部側の辺は、前記蓋部と前記外側側面部との間の境界線
と略一致する、請求項１～５の何れか一項に記載の包装箱。
【請求項７】
　前記内側固定部の水平方向における幅が前記外側固定部の水平方向における幅よりも狭
く、当該内側固定部が前記内側側面部から切目線に沿って切り離し可能である、請求項１
又は２に記載の包装箱。
【請求項８】
　前記外側固定部は、前記内側固定部と接着されない開口開始領域を含んでいる、請求項
７に記載の包装箱。
【請求項９】
　前記内側固定部は、前記切目線を介して前記内側側面部に連接されており、
　前記内側固定部の切目線は、前記外側固定部の切目線に沿って延びている、請求項７又
は８に記載の包装箱。
【請求項１０】
　前記内箱は、正面側に位置する内側正面部と背面側に位置する内側背面部とを有してお
り、前記内側正面部には他の部分から分離可能な板部が形成されており、当該板部は、分
離後に前記内側背面部に取り付け可能である、請求項１～９の何れか一項に記載の包装箱
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は包装箱に関し、特に商品の輸送作業と陳列作業とを兼用することができる包装
箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品の輸送作業と陳列作業とを兼用することができる包装箱として、例えば特許文献１
に記載の包装箱が知られている。特許文献１に記載の包装箱は内箱部と外箱部とを備えて
構成されており、この包装箱では、所定の商品を包装箱内に収納後、内箱部の横側面中央
に設けられた分離部と外箱部の横側面中央に設けられた片部とを互いに接着して両箱部を
固定し、輸送作業を行うことができる。そして、この包装箱では、陳列の際、外箱部に設
けられた片部を水平方向の外側に回動して内箱部の分離部を他の部分から切り離して両箱
部の固定を解除し、その後、この開いた部分（穴）に指を入れて上方に外箱部を引き上げ
ることにより外箱部を内箱部から取り外し、内箱部内に収納された商品をそのまま陳列す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１３９９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の包装箱では、外箱部と内箱部との接着剤による固定
を解除するための片部（穴部）が外箱部の側面中央に切り込み等によって形成されていた
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。このため、商品が内部に収納された、かかる包装箱を何段も積み重ねて輸送（保管含む
）していると、切り込み等によって側面部の強度が弱まってしまうため、包装箱の一部が
潰れてしまうという虞があった。また、逆に包装箱を潰れないように段ボールの厚さを厚
くすると、その分、材料費が余計にかかってしまうといったこともある。
【０００５】
　本発明は、上述した課題を解決するためのものであり、輸送作業と陳列作業とを兼用す
ることができる包装箱において、輸送作業（保管含む）をより確実に行うことができる包
装箱を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、その一側面として、所定の商品を収納可能であって上方が開口した内箱と、
内箱を上方側から覆う外箱とを備える包装箱に関する。この包装箱では、内箱は、底面部
と、底面部の少なくとも２つの辺からそれぞれ上方に延びる内側側面部と、内側側面部そ
れぞれから内側に向かって延びる内側固定部とを有し、外箱は、底面部と対向して内箱の
上方を覆う蓋部と、蓋部の少なくとも２つの辺から内側側面部の外側を通って下方に延び
る外側側面部とを有する。外箱の蓋部には、内側固定部それぞれに接着される外側固定部
が切目線を含む線によって形成され、外側固定部は、当該切目線に沿って他の部分から切
り離し可能であると共に当該包装箱の外側に向かって引出し可能となっており、当該引き
出しにより、互いに接着された内側固定部と外側固定部との接着が剥離されるか、又は、
内側固定部が内側側面部から切り離されることにより、内箱と外箱との接着固定が解除さ
れる。
【０００７】
　この包装箱では、内箱の内側固定部と外箱の外側固定部とが接着されることにより、内
箱と外箱とが固定されるため、所定の商品を包装箱内に収納後、輸送作業を行うことがで
きる。しかも、この包装箱では、箱全体の強度に影響を与えやすい外箱の側面ではなく、
その蓋部に切目線等によって外側固定部を形成している。このため、この包装箱によれば
、外箱を含む包装箱の荷重負荷に対する強度を切目線等の形成によって低下させることが
ないため、保管等を含む輸送作業をより確実に行うことができる。また、この包装箱では
、外側固定部を蓋部に設けているものの、外側固定部の外側への引き出しにより、互いに
接着された内側固定部と外側固定部とが互いに剥離されるか、又は、内側固定部が内側側
面部から切り離されることにより、内箱と外箱との接着固定が解除されるようになってい
る。このため、この包装箱によれば、外側固定部の外側への引き出しにより両箱の固定を
容易解除できるため、商品の陳列も容易に行うことができる。なお、外側側面部に外側固
定部を設けなくてもよいため、通常、広い面を有している外側側面部の形状やデザイン等
の自由度を高めることも可能となる。
【０００８】
　上記の包装箱では、外側側面部には開口部又は切目線が形成されていないことが好まし
い。この場合、包装箱全体の強度に影響を与えやすい外箱の外側側面部の強度を維持する
ことができるので、保管等を含む輸送作業をより一層確実に行うことができる。なお、こ
こでいう外側側面部には側面部とそれに隣接する他の面部との間の境界部分（折り曲げ部
分）を含まない趣旨であり、例えば外箱を構成するシート体を折り曲げやすくするために
これら境界部分に設けたミシン目や、内箱の外箱への挿入を容易にするために設けた切欠
き等は、上記で示す開口部又は切目線には含まない趣旨である。
【０００９】
　上記の包装箱では、その第１の態様として、内側固定部の幅が外側固定部の幅よりも広
いことが好ましい。この場合、幅広の内側固定部が、幅狭の外側固定部によって画定され
る引き上げ用の穴部に引っ掛かることにより、互いに接着された内側固定部と外側固定部
とを剥離して、内箱と外箱との接着固定を容易に解除することができる。なお、上記の場
合において、内側固定部が、外側固定部を画定する切目線よりも各縁部が外側に位置する
ように形成されることが更に好ましい。このような形状により、より確実に内側固定部と
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外側固定部とを剥離させて、内箱と外箱との接着固定を解除することができる。
【００１０】
　上記第１の態様の包装箱では、蓋部には、外側固定部を開封させるための補助開口部が
更に形成されていることが好ましい。かかる補助開口部を設けることにより、外側固定部
を外側に引き出す作業を容易に行うことができる。
【００１１】
　上記第１の態様の包装箱では、外側固定部の外側側面部側の辺は、蓋部と外側側面部と
の間の境界線と略一致することが好ましい。第１の態様の包装箱では、外側固定部は蓋部
の何れの箇所に設けてもよいが、より外側側面部側に位置するように設けることにより、
外側固定部に接着される内側固定部を内側側面部により近づけて形成することができるた
め、内側固定部と内側側面部との間に余計な連結片等を設ける必要がなくなり、材料を減
らすことが可能となる。
【００１２】
　上記の包装箱では、その第２の態様として、内側固定部の幅が外側固定部の幅よりも狭
く、当該内側固定部が内側側面部から切目線に沿って切り離し可能であることが好ましい
。この場合、外側固定部に接着された内側固定部が、外側固定部の外側への引き出しに伴
って外側に移動し、それにより、内側固定部が内側側面部から切り離されて、内箱と外箱
との接着固定を容易に解除することができる。なお、上記の場合において、外側固定部は
、内側固定部と接着されない開口開始領域を含んでいることが更に好ましい。このような
開口開始領域を含んでいることにより、外側固定部の引き出し作業を容易に行うことがで
きる。
【００１３】
　上記第２の態様の包装箱では、内側固定部は、切目線を介して内側側面部に連接されて
おり、内側固定部の切目線は、外側固定部の切目線に沿って延びていることが好ましい。
この場合、外側固定部を切目線に沿って他の部分から切り離して外部に引き出す作業を行
った際、同じ方向に向かう力で内側固定部を内側側面部から切目線に沿って切り離すこと
ができ、内側固定部の切り離しをより確実に行うことができるため、内箱と外箱との接着
固定をより確実に解除させることができる。
【００１４】
　上記の何れかの包装箱では、内箱は、正面側に位置する内側正面部と背面側に位置する
内側背面部とを有しており、内側正面部には他の部分から分離可能な板部が形成されてお
り、当該板部は、分離後に内側背面部に取り付け可能であってもよい。かかる構成を採用
することにより、商品の輸送中はかかる板部が商品の正面側への位置ずれ等を防止し、一
方、商品を展示する際には取り外されて正面側から商品を見やすくさせることができる。
また、取り外された板部は、商品の販売促進のためのポップなどに用いることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、輸送作業と陳列作業とを兼用することができる包装箱において、輸送
作業（保管含む）をより確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る包装箱の斜視図であり、（ａ）は外箱を示
し、（ｂ）は内箱を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示す内箱を外箱内に収納した状態の包装箱を示す斜視図であり、
（ａ）は正面側から視た場合の斜視図であり、（ｂ）は背面側から視た場合の斜視図であ
る。
【図３】図３は、図１（ａ）に示す外箱の展開図である。
【図４】図４は、図１（ｂ）に示す内箱の展開図である。
【図５】図５は、外箱の外側固定部と内箱の内側固定部との接着位置及び大きさの関係を
示す部分拡大平面図である。
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【図６】図６は、第１実施形態に係る包装箱に商品を収納して封をした後の開封作業（陳
列作業）を示す斜視図であり、（ａ）は梱包後の輸送等に用いる状態を示し、（ｂ）は外
側固定部を外側に引き出した状態を示す斜視図である。
【図７】図７は、商品を包装箱に収納して封をした後の開封作業（陳列作業）を示す斜視
図であり、図６（ｂ）の後に、外箱を内箱から取り外した状態を示した斜視図である。
【図８】図８は、図１（ｂ）に示す内箱の変形例である内箱の展開図である。
【図９】図９は、図８に示す変形例に係る内箱の使用例を示す斜視図である。
【図１０】図１０は、本発明の第２実施形態に係る包装箱の外箱の展開図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２実施形態に係る包装箱の内箱の展開図である。
【図１２】図１２は、外箱の外側固定部と内箱の内側固定部との接着位置及び大きさの関
係を示す部分拡大平面図である。
【図１３】図１３は、第２実施形態に係る包装箱に商品を収納して封をした後の開封作業
（陳列作業）を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しつつ、本発明に係る包装箱について詳細に説明する。説明において
、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いる場合があり、重複する説明
は省略する。
［第１実施形態］
【００１８】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る包装箱の斜視図であり、（ａ）は外箱を示し、（
ｂ）は内箱を示す斜視図である。図２は、図１に示す内箱を外箱内に収納した状態の包装
箱を示す斜視図であり、（ａ）は正面側から視た場合の斜視図であり、（ｂ）は背面側か
ら視た場合の斜視図である。図１及び図２に示すように、包装箱１は、外箱１０と、内箱
１００とを備えて構成されている。内箱１００は、所定の商品（不図示）を収納可能な有
底の箱体であり、上方が開口されている。外箱１０は、この上方が開口された内箱１００
を蓋体（図では閉じる前の蓋部６０，７０，８０，９０を図示）によって上方側から覆う
箱体であり、下方が開口されている。外箱１０は、図１の矢印に示す方向に移動して内箱
１００の外側に嵌め込まれ、これにより、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、内箱１０
０が外箱１０内に収納される。
【００１９】
　外箱１０の蓋部７０，８０には、詳細は後述するが、外側側面部３０，４０側に一対の
外側固定部７１，８１が設けられており、また、この一対の外側固定部７１，８１に対応
するように、内箱１００の内側側面部１２０，１３０から一対の内側固定部１９０，１９
５が連接して設けられている。この一対の内側固定部１９０，１９５は、外箱１０の蓋部
７０，８０が閉じられた際、内側側面部１２０，１３０から内側に向かって延びるように
折り曲げられる。また、内箱１００が外箱１０内に収納された際、内側側面部１２０，１
３０のそれぞれの外表面上に外側側面部３０，４０が位置し、互いに対応する外側固定部
７１と内側固定部１９０との間、及び、外側固定部８１と内側固定部１９５との間を接着
剤等により接着固定することにより、外箱１０と内箱１００とが固定される。このような
固定により、包装箱１が輸送に供される。
【００２０】
　次に、このような包装箱１を構成する外箱１０及び内箱１００の構成について、図１及
び図２に加え、図３及び図４を参照して、より詳細に説明する。なお、図３は外箱の展開
図であり、図４は内箱の展開図である。
【００２１】
　外箱１０は、外側正面部２０、外側側面部３０，４０及び外側背面部５０と、蓋体を構
成する蓋部６０，７０，８０，９０とを備えて構成されており、図３に示すように、一枚
のシート状のブランク（例えば段ボール又は厚紙等）から構成される。外側正面部２０、
外側側面部３０，４０及び外側背面部５０は、図３に示すように、それぞれ略矩形形状を
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呈しており、それぞれの間にミシン目１１～１４が形成されている。このようなミシン目
１１～１４が形成されていることにより、シート状のブランクからなる外箱１０を箱体と
した際に各辺部を適切に折り曲げることが可能となる。なお、外側背面部５０には糊代部
５９が設けられており、この糊代部５９の内面を外側側面部４０の非連接部分側の端（図
示左端）の外面側に配置して糊付けすることにより、図１（ａ）に示すような箱体が形成
される。
【００２２】
　また、外側正面部２０と外側側面部３０との間には切抜き１５が、外側正面部２０と外
側側面部４０との間には切欠き１６が形成されている。このような切抜き１５や切欠き１
６を設けておくことにより、外箱１０の内側に内箱１００を収納した際の逃げが確保され
ることになり、外箱１０への内箱１００の収納作業を容易に行うことができる。なお、内
箱１００を外箱１０内にスムーズに挿入できるよう、外箱１０を構成する外側正面部２０
、外側側面部３０，４０及び外側背面部５０の幅は、後述する内箱１００の内側正面部１
１０、内側側面部１２０，１３０、及び内側背面部１４０の幅よりも若干大きくなるよう
に形成されている。
【００２３】
　外箱１０の蓋体を構成する蓋部６０，７０，８０，９０はそれぞれ略矩形形状を呈して
おり、蓋部６０が外側正面部２０の上端から連接され、蓋部７０が外側側面部３０の上端
から連接され、蓋部８０が外側側面部４０の上端から連接され、蓋部９０が外側背面部５
０の上端から連接されている。これら蓋部６０，７０，８０，９０は、幅が短い蓋部６０
,９０を最初に内側に折り畳み、その後、幅の長い蓋部７０,８０を内側に折り畳んで両者
の間をテープ留め等することで上方に蓋部が形成される（図６（ａ）参照）。なお、外箱
１０をこのような蓋部に形成した場合、外側正面部２０，外側側面部３０，４０及び外側
背面部５０は、蓋部の各辺から下方に向かって延びるように形成されていることになる。
【００２４】
　また、外箱１０には、上述したように、内箱１００との固定機能を担う外側固定部７１
,８１が設けられており、外側固定部７１は、蓋部７０の外側側面部３０側の縁に形成さ
れ、外側固定部８１は、蓋部８０の外側側面部４０側の縁に形成されている。外側固定部
７１は、外側側面部３０側の辺７１ａ、上下方向に沿って延びる一対のミシン目７１ｂ，
７１ｃ、及び、水平方向に沿って延びる切込み線７１ｄによって、その外縁が画定されて
おり、矩形形状を呈している。また、蓋部７０には、切込み線７１ｄの外側側面部３０側
とは逆側に、補助開口部７２が形成されている。補助開口部７２は、外側固定部７１を外
側に引き出す際、事前に内側に押し込んで指を入れることができる開口を形成するための
ものであり、使用者が外側固定部７１の引き出しをし易くするための部分である。補助開
口部７２は、上下方向に沿って延びる一対の切り込み線７２ｂ，７２ｃ、及び、水平方向
に延びる辺７２ｄによって、外縁が画定されており、外側固定部７１よりは小さい矩形形
状を呈している。なお、この補助開口部７２内には、位置合わせマーク７２ｆが形成され
ている。
【００２５】
　外側固定部８１は、図３において上下方向に延びる線を基準として外側固定部７１と線
対称な形状を有しており、具体的には、外側固定部８１は、外側側面部４０側の辺８１ａ
、上下方向に沿って延びる一対のミシン目８１ｂ，８１ｃ、及び、水平方向に沿って延び
る切込み線８１ｄによって、その外縁が画定されており、矩形形状を呈している。また、
蓋部８０には、切込み線８１ｄの外側側面部４０とは逆側に、補助開口部８２が形成され
ている。補助開口部８２は、外側固定部８１を外側に引き出す際、事前に内側に押し込ん
で指を入れることができる開口を形成するためのものであり、使用者が外側固定部８１の
引き出しをし易くするための部分である。補助開口部８２は、上下方向に沿って延びる一
対の切り込み線８２ｂ，８２ｃ、及び、水平方向に延びる辺８２ｄによって、外縁が画定
されており、外側固定部８１よりは小さい矩形形状を呈している。なお、この補助開口部
８２内には、位置合わせマーク８２ｆが形成されている。
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【００２６】
　内箱１００は、内側正面部１１０、内側側面部１２０，１３０及び内側背面部１４０と
、底面部を構成する底板部１５０，１６０，１７０，１８０とを備えて構成されており、
図４に示すように、一枚のシート状のブランク（例えば段ボール又は厚紙等）から構成さ
れる。外箱１０が段ボールから構成される場合、内箱１００は、厚紙等で構成されてもよ
い。内側正面部１１０は、一部に切欠き１１１を有する略矩形形状を呈している。内側側
面部１２０は、矩形形状の部分１２２と台形形状の傾斜部１２３とを含んで構成されてい
る。内側側面部１３０は、図４において上下方向に延びる線を基準として内側側面部１２
０と線対称な形状を有しており、具体的には、矩形形状の部分１３２と台形形状の傾斜部
１３３とを含んで構成されている。内側背面部１４０は、矩形形状を呈している。内側側
面部１２０，１３０の傾斜部１２３，１３３の幅狭の部分が内側正面部１１０に連接され
、内側側面部１２０の矩形形状の部分１２２が内側背面部１４０に連接される。内側背面
部１４０や内側側面部１２０，１３０の矩形形状の部分１２２，１３２の高さは、外箱１
０の外側正面部２０，外側側面部３０，４０及び外側背面部５０の高さと略同じであり、
図２に示すように、それぞれの上下端が一致するようになっている。なお、内側側面部１
３０にはその一端（図示左端）に糊代部１３９が設けられており、この糊代部１３９の外
面を内側背面部１４０の非連接部分側の端（図示右端）の内面側に配置して糊付けするこ
とにより、図１（ｂ）に示すような箱体が形成される。
【００２７】
　内箱１００の底面部を構成する底板部１５０，１６０，１７０，１８０はそれぞれ、一
部を切り欠いた略四角形形状を呈しており、底板部１５０が内側正面部１１０の下端から
連接され、底板部１６０が内側側面部１２０の下端から連接され、底板部１７０が内側側
面部１３０の下端から連接され、底板部１８０が内側背面部１４０の下端から連接されて
いる。底板部１６０は、底板主部１６１と糊代部１６２とを有しており、底板部１７０は
、底板主部１７１と糊代部１７２とを有している。底板部１６０の底板主部１６１の幅広
部１６１ａ，幅狭部１６１ｂと、底板部１７０の底板主部１７１の幅広部１７１ａ，幅狭
部１７１ｂとを、幅広部の突出端が幅狭部の切欠きの内面にそれぞれ位置するように両者
を組み合わせ、また、底板部１６０の糊代部１６２の内面と底板部１８０の外面との間、
及び、底板部１７０の糊代部１７２の内面と底板部１５０の外面との間を接着剤等による
接着で固定する。これにより、内箱１００の底面部が形成される。
【００２８】
　また、内箱１００には、上述したように、外箱１０との固定機能を担う内側固定部１９
０，１９５が設けられている。内側固定部１９０は、内側側面部１２０の傾斜部１２３の
傾斜辺上に連接して形成されている連結部１２１を介して、内側側面部１２０（傾斜部１
２３）に接続されている。連結部１２１は、内側側面部１２０の上端と同じ位置で水平方
向に延びる上辺１２１ａ、上辺１２１ａの両端から下方に延びる側辺１２１ｂ，１２１ｃ
、傾斜辺に沿って延びるミシン目１２１ｄによって、その外縁が画定されている。この連
結部１２１に辺１２１ａを介して連接される内側固定部１９０は、上辺１９０ａ、上辺１
９０ａの両端から下方に延びる側辺１９０ｂ，１９０ｃ、及び、共通の辺１２１ａによっ
て、その外縁が画定され、矩形形状を呈している。なお、連結部１２１は、外箱１０と内
箱１００とが接着剤により固定され、その後、両箱が互いに取り外されるまでは、内側側
面部１２０の一部を構成しており、陳列する際、内側側面部１２０の傾斜部からミシン目
１２１ｄに沿って切り離される。
【００２９】
　内側固定部１９５は、図４において上下方向に延びる線を基準として、内側固定部１９
０と線対称な形状を有しており、具体的には、内側固定部１９５は、内側側面部１３０の
傾斜部１３３の傾斜辺上に連接して形成されている連結部１３１を介して、内側側面部１
３０（傾斜部１３３）に接続されている。連結部１３１は、内側側面部１３０の上端と同
じ位置で水平方向に延びる上辺１３１ａ、上辺１３１ａの両端から下方に延びる側辺１３
１ｂ，１３１ｃ、傾斜辺に沿って延びるミシン目１３１ｄによって、その外縁が画定され
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ている。この連結部１３１に辺１３１ａを介して連接される内側固定部１９５は、上辺１
９５ａ、上辺１９５ａの両端から下方に延びる側辺１９５ｂ，１９５ｃ、及び、共通の辺
１２１ａによって、その外縁が画定され、矩形形状を呈している。なお、連結部１３１は
、外箱１０と内箱１００とが接着剤により固定され、その後、両箱が互いに取り外される
までは、内側側面部１３０の一部を構成しており、陳列する際に、内側側面部１３０の傾
斜部からミシン目１３１ｄに沿って切り離される。
【００３０】
　なお、内側固定部１９０，１９５の外側の端部には、位置合わせ用のスリット１９０ｄ
，１９５ｄが形成されており、外側固定部７１，８１と接着する際、位置合わせマーク７
２ｆ，８２ｆにそれぞれ対応するように位置合わせが実行されて接着等が行われる。
【００３１】
　ここで、外側固定部７１，８１と内側固定部１９０，１９５とを接着した際の位置関係
及び大きさの関係について、図５を参照しながら説明する。図５は、外箱の外側固定部と
内箱の内側固定部との接着位置及び大きさの関係を示す部分拡大平面図である。以下では
、外側固定部７１と内側固定部１９０とを接着する場合を例にとって説明するが、両固定
部７１，１９０と線対称な形状を有している外側固定部８１と内側固定部１９５とを接着
する場合も同様である。
【００３２】
　図５に示すように、内側固定部１９０の横方向（水平方向）における幅は、外側固定部
７１の横方向における幅よりも広くなっており、内側固定部１９０の外縁を画定する辺１
９０ａ～１９０ｃが外側固定部７１を画定する切目線７１ｂ～７１ｃよりも、所定の幅を
有して外側に位置するように形成されている。このように箱の内側に位置する内側固定部
１９０の方が外側固定部７１の形状よりも幅広又は大きく形成されることにより、外側固
定部７１を他の部分より切り離して外側に引き出した際、外側固定部７１によって形成さ
れる穴部に内側固定部１９０の縁が引っ掛かり、互いに接着された外側固定部７１と内側
固定部１９０とが剥離されることになる。なお、外側固定部８１と内側固定部１９５との
間も同様に剥離される。そして、これらの剥離により、外箱１０と内箱１００との接着固
定が解除される。
【００３３】
　次に、以上の構成を備えた包装箱１を用いて商品の輸送作業及び陳列作業を行った場合
について、図２、図６及び図７を参照して説明する。図２に示すように外箱１０の内部に
内箱１００が挿入された後（若しくは挿入前に）、固定部７１，１９０と固定部８１，１
９５との間を接着剤で固定すると共に、所定の商品を内箱１００内に収納させる。その後
、図６（ａ）に示すように、外箱１０の蓋部６０，９０を内側に折り曲げると共に蓋部７
０，８０を内側に折り曲げて、蓋部７０，８０の間をテープＴで留める。この際、テープ
Ｔは、外側固定部７１，８１及び補助開口部７２，８２が形成されている領域にかからな
いようにする。また、外側固定部７１，８１等は、横方向の略中央に形成されており、各
蓋部を折り畳んだ際に蓋部６０，９０の上に位置しないようになっている。そして、この
状態で商品の輸送作業等を行う。輸送作業の際、運送の効率等を考慮して、これら包装箱
１が積み重ねられる。
【００３４】
　その後、商品が販売箇所等に搬入されると、積み重ねが解かれ、図６（ｂ）に示すよう
に、補助開口部７２,８２を内側に押し込むと共に、補助開口部７２，８２の押込みによ
って形成された穴部に指を入れて、外側固定部７１，８１を辺７１ａ，８１ａを軸として
箱の外側に向かって引き出す。この引き出しにより、外側固定部７１，８１の外縁よりも
大きめに形成されている内側固定部１９０，１９５が外側固定部７１，８１が形成した穴
部の縁に引っ掛かり、これにより、外側固定部７１と内側固定部１９０との接着固定、及
び、外側固定部８１と内側固定部１９５との接着固定とが剥離される。以上により、外箱
１０と内箱１００との間の固定が解除される。その後、図７に示すように、外側固定部７
１，８１を外側に引っ張ることで形成された穴部に指を入れて外箱１０を上方に引っ張り
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、外箱１０を内箱１００から取り外す。そして、取り外された内箱１００に収納されてい
る商品（図７では不図示）を内箱１００に収納されたまま陳列展示する。なお、この際、
内側固定部１９０，１９５を連結部１２１，１３１と共に、切目線１２１ｄ，１３１ｄに
沿って切り離しを行う。
【００３５】
　このように、本実施形態に係る包装箱１によれば、内箱１００の内側固定部１９０，１
９５と外箱１０の外側固定部７１，８１とが接着されることにより、内箱１００と外箱１
０とが固定されるため、所定の商品を包装箱１内に収納後、輸送作業を行うことができる
。しかも、この包装箱１では、箱全体の強度に影響を与えやすい外箱１０の側面ではなく
、その蓋部７０，８０に切目線等によって外側固定部７１，８１を形成している。このた
め、この包装箱１によれば、外箱１０を含む包装箱の荷重負荷に対する強度を切目線等の
形成によって低下させることがないため、保管等を含む輸送作業をより確実に行うことが
できる。また、この包装箱１では、外側固定部７１，８１を蓋部７０，８０に設けている
ものの、外側固定部７１,８１の外側への引き出しにより、互いに接着された内側固定部
１９０，１９５と外側固定部７１，８１とが互いに剥離される構成になっていることによ
り、内箱１００と外箱１０との接着固定が解除される。このため、この包装箱１によれば
、外側固定部７１，８１の外側への引き出しにより両箱の固定を容易に解除できるため、
商品の陳列も容易に行うことができる。なお、外側側面部３０，４０に外側固定部を設け
なくてもよいため、通常、広い面を有している外側側面部３０，４０の形状やデザイン等
の自由度を高めることも可能となる。
【００３６】
　なお、本実施形態に係る包装箱１では、上述したように、外側側面部３０，４０に開口
部又は切目線が形成されていない。このため、包装箱全体の強度に影響を与えやすい外箱
の外側側面部の強度を維持することができるので、保管等を含む輸送作業をより一層確実
に行うことができる。なお、ここでいう外側側面部３０，４０には側面部とそれに隣接す
る他の面部との間の境界部分（折り曲げ部分）１１～１４を含まない趣旨であり、例えば
外箱１０を構成するシート体を折り曲げやすくするためにこれら境界部分に設けたミシン
目や、内箱の外箱への挿入を容易にするために設けた切欠き等は、上記で示す開口部又は
切目線には含まない趣旨である。
【００３７】
　また、本実施形態に係る包装箱１では、内側固定部１９０，１９５の幅が外側固定部７
１,８１の幅よりも広くなっている。このため、幅広の内側固定部１９０，１９５が、幅
狭の外側固定部７１，８１によって画定される引き上げ用の穴部に引っ掛かることにより
、互いに接着された内側固定部１９０，１９５と外側固定部７１，８１とを剥離して、内
箱１００と外箱１０との接着固定を容易に解除することができる。
【００３８】
　また、本実施形態に係る包装箱１では、蓋部７０，８０には、外側固定部７１，８１を
開封させるための補助開口部７２,８２が更に形成されている。かかる補助開口部を設け
ることにより、外側固定部７１，８１を外側に引き出す作業を容易に行うことができる。
【００３９】
　また、本実施形態に係る包装箱１では、外側固定部７１,８１の外側側面部３０,４０側
の辺７１ａ，８１ａは、蓋部７０，８０と外側側面部３０，４０との間の境界線と略一致
している。このように、外側固定部７１,８１をより外側側面部３０，４０側に位置する
ように設けることにより、外側固定部７１,８１に接着される内側固定部１９０，１９５
を内側側面部１２０，１３０により近づけて形成することができるため、内側固定部１９
０，１９５と内側側面部１２０，１３０との間に余計な連結片等を設ける必要がなくなり
（若しくは小さくなり）、全体の材料を減らすことが可能となる。
【００４０】
　なお、ここで第１実施形態の変形例について、図８及び図９を参照して説明する。例え
ば、上記の実施形態では、内箱１００の正面部１１０は他の部分に比べて高さが低い形状
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となっているが、例えば、図８に示すように、その上方に略矩形形状の板部１１３を部分
１１２から連接して設けるようにしてもよい。また、この板部の下方に切り込み１１４を
設けてもよい。そして、陳列の際には、正面部１１０の高さは低いことが一般に好ましい
が、例えば、正面部１１０ａに板部１１３を設けておくことにより、内箱１００ａ内に収
納された商品等が輸送中に移動してずれてしまうことを抑制することができる。なお、こ
の板部１１３は、正面部１１０ａの他の部分（基部１１２）から切断可能となるように形
成しておくことにより、陳列する際には、切り離すことが可能である。また、この切り離
した板部１１３については、例えば、図９に示すように、内箱１００の背面部１４０ａに
設けた切欠き１４１，１４２に切り込み１１４を嵌め合わして、商品の販売促進のための
ポップなどとして用いることも可能である。
［第２実施形態］
【００４１】
　次に、本発明の第２実施形態に係る包装箱について、図１０～図１２を参照して説明す
る。図１０は、本発明の第２実施形態に係る包装箱の外箱の展開図である。図１１は、本
発明の第２実施形態に係る包装箱の内箱の展開図である。図１２は、外箱の外側固定部と
内箱の内側固定部との接着位置及び大きさの関係を示す部分拡大平面図である。第２実施
形態に係る包装箱１ｂは、内側固定部と外側固定部の形状が第１実施形態と異なっており
、以下、相違する部分を中心に説明する。
【００４２】
　第２実施形態に係る外箱１０ｂは、第１実施形態と同様に、外側正面部２０、外側側面
部３０，４０及び外側背面部５０と、蓋体を構成する蓋部６０，７０，８０，９０とを備
えて構成されている。このような外箱１０ｂには、内箱１００ｂとの固定機能を担う外側
固定部２７１，２８１がその蓋部７０，８０に設けられており、外側固定部２７１は、蓋
部７０の外側側面部３０側の縁に形成され、外側固定部２８１は、蓋部８０の外側側面部
４０側の縁に形成されている。
【００４３】
　外側固定部２７１は、外側側面部３０側の切り込み２７１ａ、上下方向に沿って延びる
一対のミシン目２７１ｂ，２７１ｃ、及び、水平方向に沿って延びる辺２７１ｄによって
、その外縁が画定されており、矩形形状を呈している。また、外側固定部２７１には折り
曲げ線２７１ｅによって画定される三画形状の引出し開始領域２７１ｆが設けられている
。開始領域２７１ｆは、内側固定部２９０と接着されない領域であり、外側固定部２７１
を外側に引き出す際、最初に引き上げる部分で、使用者が外側固定部２７１の引き出しを
し易くするための部分である。なお、外側固定部２７１内には、第１実施形態と同様に位
置合わせマーク７２ｆが形成されている。
【００４４】
　外側固定部２８１は、図１０において上下方向に延びる線を基準として外側固定部２７
１と線対称な形状を有しており、具体的には、外側固定部２８１は、外側側面部４０側の
切り込み２８１ａ、上下方向に沿って延びる一対のミシン目２８１ｂ，２８１ｃ、及び、
水平方向に沿って延びる辺２８１ｄによって、その外縁が画定されており、矩形形状を呈
している。また、外側固定部２８１には折り曲げ線２８１ｅによって画定される三画形状
の引出し開始領域２８１ｆが設けられている。開始領域２８１ｆは、内側固定部２９５と
接着されない領域であり、外側固定部２８１を外側に引き出す際、最初に引き上げる部分
で、使用者が外側固定部２８１の引き出しをし易くするための部分である。なお、外側固
定部２８１内には、第１実施形態と同様に位置合わせマーク８２ｆが形成されている。
【００４５】
　また、第２実施形態に係る内箱１００ｂは、第１実施形態又はその変形例と同様に、内
側正面部１１０ａ、内側側面部１２０，１３０及び内側背面部１４０ａと、底面部を構成
する底板部１５０，１６０，１７０，１８０とを備えて構成されている。このような内箱
１００ｂには、外箱１０ｂとの固定機能を担う内側固定部２９０，２９５が設けられてい
る。内側固定部２９０は、内側側面部１２０の矩形形状の部分１２２上の図示左側にジッ
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パー線２９０ｅを介して連接して形成されている。また、内側固定部２９５は、内側側面
部１３０の矩形形状の部分１３２上の図示右側にジッパー線２９５ｅを介して連接して形
成されている。
【００４６】
　第２実施形態に係る内側固定部２９０は、上辺２９０ａ、上辺２９０ａの両端から下方
に延びる側辺２９０ｂ，２９０ｃ、側辺２９０ｃから更に下方に延びる辺２９０ｄ、及び
、ジッパー線２９０ｅによって、その外縁が画定される。側辺２９０ｃで示す部分は突出
部を形成しており、内側固定部２９０は、全体として、その一部が切り欠かれた矩形形状
を呈している。この切欠き部分を設けることで、外側固定部２７１に接着されない領域が
形成される。なお、内側固定部２９０は、ジッパー線２９０ｅに沿って切り離し可能とな
っており、このジッパー線２９０ｅは、外側固定部２７１の切り込み２７１ａに沿って延
びている。
【００４７】
　第２実施形態に係る内側固定部２９５は、図１１において上下方向に延びる線を基準と
して、内側固定部２９０と線対称な形状を有しており、具体的には、内側固定部２９５は
、上辺２９５ａ、上辺２９５ａの両端から下方に延びる側辺２９５ｂ，２９５ｃ、側辺２
９５ｃから更に下方に延びる辺２９５ｄ、及び、ジッパー線２９５ｅによって、その外縁
が画定される。側辺２９５ｃで示す部分は突出部を形成しており、内側固定部２９５は、
全体として、その一部が切り欠かれた矩形形状を呈している。この切欠き部分を設けるこ
とで、外側固定部２８１に接着されない領域が形成される。なお、内側固定部２９５は、
ジッパー線２９５ｅに沿って切り離し可能となっており、このジッパー線２９５ｅは、外
側固定部２８１の切り込み２８１ａに沿って延びている。
【００４８】
　なお、内側固定部２９０，２９５の外側の端部には、第１実施形態と同様に、位置合わ
せ用のスリット２９０ｆ，２９５ｆが形成されており、外側固定部２７１，２８１と接着
する際、位置合わせマーク７２ｆ，８２ｆにそれぞれ対応するように位置合わせが実行さ
れて接着等が行われる。
【００４９】
　ここで、外側固定部２７１，２８１と内側固定部２９０，２９５とを接着した際の位置
関係及び大きさの関係について、図１２を参照しながら説明する。図１２は、外箱の外側
固定部と内箱の内側固定部との接着位置及び大きさの関係を示す部分拡大平面図である。
以下では、外側固定部２７１と内側固定部２９０とを接着する場合を例にとって説明する
が、両固定部２７１，２９０と線対称な形状を有している外側固定部２８１と内側固定部
２９５とを接着する場合も同様である。
【００５０】
　図１２に示すように、内側固定部２９０の横方向（水平方向）における幅は、外側固定
部２７１の横方向における幅よりも狭くなっており、内側固定部２９０の外縁を画定する
辺２９０ａ～２９０ｄが外側固定部２７１を画定する切目線２７１ｂ，２７１ｃ及び辺２
７１ｄよりも、所定の幅を有して内側に位置するように形成されている。このように箱の
内側に位置する内側固定部２９０の方が外側固定部２７１の形状よりも幅狭又は小さく形
成されることにより、外側固定部２７１を他の部分より切り離して外側に引き出した際、
外側固定部２７１に接着されている内側固定部２９０も共に外側に引き出される。この際
、内側固定部２９０のジッパー線２９０ｅに沿って内側固定部２９０が内側側面部１２０
から切り離されることになる。なお、外側固定部２８１及び内側固定部２９５も同様に外
側に引き出されて、ジッパー線２９５ｅに沿って内側固定部２９５が内側側面部１３０か
ら切り離されることになる。そして、これらの切り離しにより、外箱１０ｂと内箱１００
ｂとの接着固定が解除される。
【００５１】
　ここで、図１３を参照して、以上の構成を備えた包装箱１ｂを用いて商品の輸送作業及
び陳列作業を行った場合について、説明する。図１３（ａ）及び（ｂ）に示すように、外
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箱１０ｂの内部に内箱１００ｂが挿入された後（若しくは挿入前に）、固定部２７１，２
９０と固定部２８１，２９５との間を接着剤で固定すると共に、所定の商品を内箱１００
ｂ内に収納させる。その後、外箱１０ｂの蓋部６０，９０を内側に折り曲げると共に蓋部
７０，８０を内側に折り曲げて、蓋部７０，８０の間をテープＴで留める。そして、この
状態で商品の輸送作業等を行う。輸送作業の際、運送の効率等を考慮して、これら包装箱
１が積み重ねられる。
【００５２】
　その後、商品が販売箇所等に搬入されると、積み重ねが解かれ、図１３（ｃ）に示すよ
うに、接着されていない開始領域２７１ｆから外側固定部２７１を外側に引き上げ、図１
３（ｄ）～（ｅ）に示すように、完全に引き上げる。この際、外側固定部２７１に接着し
ている内側固定部２９０も一緒に引き上げられ、それに伴って、内側側面部１２０から切
り離される。また、同様にして、外側固定部２８１に接着している内側固定部２９５も一
緒に引き上げられ、それに伴って、内側側面部１３０から切り離される。以上により、外
箱１０ｂと内箱１００ｂとの間の固定が解除される。その後、外側固定部２７１，２８１
を外側に引っ張ることで形成された穴部に指を入れて外箱１０ｂを上方に引き上げ、図１
３（ｆ）に示すように、外箱１０ｂを内箱１００ｂから取り外す。そして、取り外された
内箱１００ｂに収納されている商品（図１３では不図示）を内箱１００ｂに収納されたま
ま陳列展示する。
【００５３】
　このように、本実施形態に係る包装箱１ｂによれば、第１実施形態と同様に、内箱１０
０ｂの内側固定部２９０，２９５と外箱１０ｂの外側固定部２７１，２８１とが接着され
ることにより、内箱１００ｂと外箱１０ｂとが固定されるため、所定の商品を包装箱１ｂ
内に収納後、輸送作業を行うことができる。しかも、この包装箱１ｂでは、箱全体の強度
に影響を与えやすい外箱１０ｂの側面ではなく、その蓋部７０，８０に切目線等によって
外側固定部２７１，２８１を形成している。このため、この包装箱１ｂによれば、外箱１
０ｂを含む包装箱の荷重負荷に対する強度を切目線等の形成によって低下させることがな
いため、保管等を含む輸送作業をより確実に行うことができる。
【００５４】
　また、この包装箱１ｂでは、外側固定部２７１，２８１を蓋部７０，８０に設けている
ものの、外側固定部２７１,２８１の外側への引き出しにより、内側固定部２９０，２９
５が内側側面部１２０，１３０から切り離される構成になっていることにより、内箱１０
０ｂと外箱１０ｂとの接着固定を解除することができる。このため、この包装箱１ｂによ
れば、外側固定部２７１，２８１の外側への引き出しにより両箱の固定を容易に解除でき
るため、商品の陳列も容易に行うことができる。なお、外側側面部１３０，１４０に外側
固定部を設けなくてもよいため、通常、広い面を有している外側側面部１３０，１４０の
形状やデザイン等の自由度を高めることも可能となる。
【００５５】
　また、本実施形態に係る包装箱１ｂによれば、内側固定部２９０，２９５は、ジッパー
線２９０ｅ，２９５ｅを介して内側側面部１２０，１３０に連接されており、内側固定部
２９０，２９５のジッパー線２９０ｅ，２９５ｅは、外側固定部２７１，２８１の切目線
２７１ａ，２８１ａに沿って延びている。このため、外側固定部２７１，２８１を切目線
２７１ａ，２８１ａに沿って他の部分から切り離して外部に引き出す作業を行った際、同
じ方向に向かう力で内側固定部２９０，２９５を内側側面部１２０，１３０からジッパー
線２９０ｅ，２９５ｅに沿って切り離すことができ、内側固定部２９０，２９５の切り離
しをより確実に行うことができるため、内箱１００ｂと外箱１０ｂとの接着固定をより確
実に解除させることができる。
【００５６】
　以上、本実施形態に係る包装箱について説明してきたが、本発明に係る包装箱は、上記
実施形態に限定されるものではなく、種々の変形を適用することができる。例えば、上記
実施形態では、箱内の形状が矩形形状となる箱を例として説明したが、本発明に係る包装
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箱は矩形形状に限定される訳ではなく、その箱内の形状が他の多角形や円形等であっても
よい。
【符号の説明】
【００５７】
　１，１ｂ…包装箱、１０，１０ｂ…外箱、２０…外側正面部、３０，４０…外側側面部
、５０…外側背面部、６０，７０，８０，９０…蓋部、７１，８１，２７１，２８１…外
側固定部、１００，１００ａ，１００ｂ…内箱、１１０…内側正面部、１２０，１３０…
内側側面部、１２３，１３３…傾斜部、１４０…内側背面部、１５０，１６０，１７０，
１８０…底板部、１９０，１９５，２９０，２９５…内側固定部。

【図１】 【図２】
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